




























































フローレンスパレス金沢文庫管理組合 

第２６期通常総会議事録 
 

日   時 ２０２３年６月２５日（日） １０：００ ～ １１：３０ 

場   所 東谷津町内会館 

組 合 員 総 数

及び議決権総数
組 合 員 総 数 38 名 議 決 権 総 数 38 個 

出席組合員数

及び議決権数

出席組合員数 36 名 出席議決権数 36 個 

（会場出席者数 14 名） （会場出席者数 14 個）

（委任状出席数 12 名） （委任状出席数 12 個）

（議決権行使書数 10 名） （議決権行使書数 10 個）

（出 席 率 94.73 ％） （出 席 率 94.73 ％）

その他出席者 管理会社 日本ハウズイング㈱ 長谷川氏 

 

(1) 開会の辞(定足数の確認) 

定刻となり、萩原理事長から開会宣言がなされ、上記のとおり出席状況の報告があり、管理規約第

４４条第１項により本総会が成立した旨の報告がなされた。 

 

(2) 議長選出 

管理規約第３９条第５項に基づき、議長は萩原理事長が務めることで了承された。 

 

(3) 議事録署名人選出 

管理規約第４７条第２項に基づき、議長は議事録署名人として出席理事の中から１０６号室 

倉本泉氏及び２０３号室 石川昌明氏を指名し、議案の審議に入った。 

 

(4) 議  事 

第１号議案  管理規約第５７条（管理費等の過不足）改正案承認の件（特別決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき管理規約第５７条（管理費等の過不足）改正案に

ついて説明がなされた。 

質疑はなく、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、組合員総数の４分の３以上

（２９名以上）及び議決権総数の４分の３以上（２９個以上）の賛成により可決された。 

（組合員数）賛成 36 名（出席者数 14名・委任状出席数 12名・議決権行使書数 10 名） 

反対  0 名 

（議決権数）賛成 36 個（出席者数 14個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

  



【決議事項】 

1. 管理規約を次のとおり改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第57条（管理費等の過不足） 

収支決算の結果、管理費にその余剰を生じ

た場合、その余剰は翌年度における管理費の

費用に充当する。 

 

第57条（管理費等の過不足） 

収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場

合には、その余剰は翌年度における管理費に

充てるほか、総会の決議を経て修繕積立金と

して積み立てることができる。 

 

 

2. 改正後の規約は２０２３年６月２５日から発効する。 

 

第２号議案  第２６期事業報告及び収支決算承認の件（普通決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき第２６期事業報告及び収支決算について説明が

なされた。その後、大森監事から、業務の執行及び財産の状況について適正である旨の監査報告がなさ

れた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・管理費会計のうち管理費収入の備考の「@446,200 円」の根拠は何か。 

→組合員全員から１ヶ月で徴収する管理費の規定額である。 

・剰余金のうち４，６００万円を修繕積立金会計に繰入れるのはなぜか。 

→管理費が経常支出に使用されるのに対し、修繕積立金は計画修繕等に使用され多額の資金が必要

とされるため 

・剰余金処分繰入により修繕積立金の額が大幅に増加するが、取り崩しは慎重に行いたい。 

 

議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過半数の賛成に

より可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

1. 第２６期事業報告を総会資料 p.5～8 のとおりとする。 

2. 第２６期収支決算を総会資料 p.9～16 のとおりとする。 

3. 第２６期管理費会計の剰余金の処分を総会資料 p.17 のとおりとする。 

 

第３号議案  管理委託契約更新案承認の件（普通決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき管理委託契約更新案について説明がなされた。 

質疑はなく、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過半

数の賛成により可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 



【決議事項】 

以下のとおり、管理委託契約を更新する。 

 

≪変更箇所≫ 

１．原契約第２０条に定める「本契約の有効期間」 

  （本契約の有効期間） 

第２０条 本契約の有効期間は、２０２３年１０月１日から２０２４年９月３０日までとする。 

 

２．原契約別表第一１（２）①四 削除 

（該当条文） 

四 契約開始月に限り、甲が承認した必要最低限の額を、引続き甲の収納口座に残した上で、残額

は保管口座へ移し換えるものとする。 

   

３．原契約別表第一１（２）① 七 ハ ｂに定める「保証契約の期間」 

  ２０２３年１０月１日から２０２４年９月３０日まで 

 

第４号議案  管理規約第１２条（専有部分の用途）改正案承認の件（特別決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき管理規約第１２条（専有部分の用途）改正案につ

いて説明がなされた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・組合員が、所有する住戸を他者に貸すことは改正後の規約では違反にならないか。 

→住宅として相当な期間貸すのであれば問題ない。 

・賃借人が居住することになった場合、届けは必要か。 

→居住者変更の届けを提出していただく必要がある。 

 

質疑はなく、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、組合員総数の４分の３以上

（２９名以上）及び議決権総数の４分の３以上（２９個以上）の賛成により可決された。 

（組合員数）賛成 36 名（出席者数 14名・委任状出席数 12名・議決権行使書数 10 名） 

反対  0 名 

（議決権数）賛成 36 個（出席者数 14個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

  

①管 理 委 託 契 約 先 ： 日本ハウズイング株式会社 

②契 約 期 間 ： ２０２３年１０月１日から２０２４年９月３０日まで 

③定額委託業務費の額 ： 月額 ２７１，９００円 

 消費税及び地方消費税の額 ： 月額  ２７，１９０円 

 合 計 ： 月額 ２９９，０９０円 

④変 更 内 容 ： 変更事項あり。変更箇所は以下のとおり 



【決議事項】 

1. 管理規約を次のとおり改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第12条（専有部分の用途） 

区分所有者は、その専有部分を定められた

用途にしたがって使用するものとし、他の用

途に供してはならない。 

第12条（専有部分の用途） 

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と

して使用するものとし、他の用途に供しては

ならない。 

2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事

業法第３条第１項の届出を行って営む同法

第２条第３項の住宅宿泊事業に使用しては

ならない。 

3  区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を

受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供

してはならない。 

4  区分所有者は、前３項に違反する用途で使

用することを内容とする広告の掲載その他

の募集又は勧誘を行ってはならない。 

 

 

2. 改正後の規約は２０２３年６月２５日から発効する。 

 

第５号議案  管理規約第６５条改正案及び規約原本案承認の件（特別決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき管理規約第６５条改正案及び規約原本案につい

て説明がなされた。 

質疑はなく、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、組合員総数の４分の３以上

（２９名以上）及び議決権総数の４分の３以上（２９個以上）の賛成により可決された。 

（組合員数）賛成 36 名（出席者数 14名・委任状出席数 12名・議決権行使書数 10 名） 

反対  0 名 

（議決権数）賛成 36 個（出席者数 14個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

1. 管理規約を次のとおり改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第65条（規約の保管及び閲覧） 

規約は、理事長が保管し、区分所有者又は

利害関係人の書面による請求があったとき

は、これを閲覧させなければならない。この

場合において、閲覧につき、相当の日時、場

所等を指定することができる。 

第65条（規約原本等） 

本規約１通と本規約承認の総会議事録１

通とを編綴したものを規約原本とする。 

2  規約原本は理事長が保管し、区分所有者又

は利害関係人の書面による請求があったと

きは、規約原本の閲覧をさせなければならな



2  理事長は、所定の掲示場所に、規約の保管

場所を掲示しなければならない。 

 

い。 

3  規約が規約原本の内容から総会決議によ

り変更されているときは、理事長は、１通の

書面に、現に有効な規約の内容と、その内容

が規約原本及び規約変更を決議した総会の

議事録の内容と相違ないことを記載し、署名

した上で、この書面を保管する。 

4  区分所有者又は利害関係人の書面による

請求があったときは、理事長は、規約原本、

規約変更を決議した総会の議事録及び現に

有効な規約の内容を記載した書面（以下「規

約原本等」という。）の閲覧をさせなければ

ならない。 

5  第２項及び前項の場合において、理事長

は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定

することができる。 

6  理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等

の保管場所を掲示しなければならない。 

 

 

2. 改正後の規約は２０２３年６月２５日から発効する。 

3. 本総会にて改正された規約をもって規約原本とする。 

 

第６号議案  管理組合ホームページサービス（全戸型）導入案承認の件（普通決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき管理組合ホームページサービス（全戸型）導入案

について説明がなされた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・本サービスを使用して組合員相互でコミュニケーションを取ることは出来るか。 

→現行の仕様ではそのような機能は無い。 

 

質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過

半数の賛成により可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

1. 日本ハウズイング株式会社が提供する「管理組合ホームページサービス（全戸型）」を導入する。 
2. 管理組合ホームページサービス（全戸型）の導入にあたり、利用規約を承認する。 

 

 



第７号議案  長期修繕計画作成案承認の件（普通決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき長期修繕計画作成案について説明がなされた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・長期修繕計画書の作成に際しては、当マンションに作業員が常駐するのか。 

→調査員がマンションを訪問し現地調査を行うが、常駐はしない。 

 

質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過

半数の賛成により可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

1. 長期修繕計画書を作成する。 

2. 予算額５０万円とし、修繕積立金を取り崩し長期修繕計画作成に要する費用を支出する。 

3. 見積金額の精査・作成業者の選定等の詳細を理事会一任とする。 

 

第８号議案  第２７期事業計画案及び収支予算案承認の件（普通決議） 

議長の指名により、管理会社から総会資料に基づき第２７期事業計画案及び収支予算案について説

明がなされた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・管理費会計から修繕積立金会計への剰余金処分繰入の際は、理事長の決裁が必要となるか。 

→総会承認に基づき実施するため、理事長の決裁は必要としない。なお、剰余金処分繰入の際に必ず

しも口座間の資金移動を行うものではない。 

・エレベーターかご内のマットが汚れが目立つが、清掃しているか。 

→管理委託契約中の定期清掃ではエレベーター床面は清掃範囲に含まれていない。管理員もいない

ため清掃していない。 

・エレベーターかご内の床清掃について、定期清掃時に同時に行う（要別途費用）、管理員新設等の方

法がある。 

 

質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過

半数の賛成により可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

1. 第２７期事業計画を総会資料 p.28～31 のとおりとする。 

2. 第２７期収支予算を総会資料 p.32～33 のとおりとする。 

 

  



第９号議案  第２７期管理組合役員の選任案承認の件（普通決議） 

議長から第２７期管理組合役員候補の紹介がなされた。 

引き続き質疑応答がなされた。主な内容は以下のとおり 

・２０６号室が役員候補者に選出されていないのはなぜか。 

→規約では、役員は原則として当マンションに居住する区分所有者から選任することが規定されて

おり、当該区分所有者は当マンション外に居住しているため、輪番表上の順番を飛ばしている。 

 

質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮ったところ、以下のとおりとなり、出席組合員の議決権の過

半数の賛成により可決された。 

賛成 36 個（出席者数 14 個・委任状出席数 12個・議決権行使書数 10 個） 

反対  0 個 

 

【決議事項】 

第２７期の役員として以下の者を選任する。 

役  職 第２７期役員 新任・再任 

理 事 長 中 澤  章 ２０７号室 新任 

副 理 事 長 小村 美代子 ２０４号室 新任 

会計担当理事 一 井  信 彦 ２０５号室 新任 

監 事 植 松  光 彦 ３０１号室 新任 

（敬称略） 

※ 理事の役職（理事長、副理事長及び会計担当理事）は理事の互選により決定した。 

 

(5) その他 

組合員から書面にて提出された以下の意見が報告された。 

・保険証券を初めて拝見しました。「地震保険」への加入がされていませんが、本当に良いのか？ 

加入したらいくらになるかを知りたいです。金額によっては加入するかを検討しても良いのでは？

いろいろと情報が開示されて、感謝してます。宜しくお願い致します。 

・最近、通常の生活音ではない何かの作業音、工事音のような音の響きが特定の区域に伝わっており

ます。夜に入ってから、或いは早朝未明のことも多く被害を受けている世帯間で無用のトラブルを

生じています。管理会社さん！客観的に第三者的に注意、警告を出してください。 

 

(6) 閉会の辞 

 以上をもって本日の議事が全て終了したので、議長は１１時３０分閉会を宣した。 

  






